
 

佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

◎
佐
賀
県
条
例
第
十
八
号 

 
 
 

佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
条
例
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
の
見
出
し
を
「(
使
用
料
の
還
付)

」
に
改
め
、
同
条
中
「
観
覧
料
」
を
「
使
用
料
」

に
、｢

資
料
を
観
覧
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
「
使
用
者
」
に
、｢

観
覧
す
る
」
を
「
使
用
す
る
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 

（
施
設
使
用
料
） 

第
六
条 

歴
史
館
の
外
御
書
院
又
は
御
座
間
・
堪
忍
所
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表 

 

第
一
に
掲
げ
る
額
の
施
設
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
附
属
設
備
使
用
料
） 

第
七
条 

歴
史
館
の
外
御
書
院
又
は
御
座
間
・
堪
忍
所
を
使
用
す
る
場
合
に
当
該
施
設
の
附 

 

属
設
備
で
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
額
の 

 

附
属
設
備
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
の
納
付
） 

第
八
条 

使
用
料
は
、
観
覧
料
に
あ
っ
て
は
入
館
の
際
、
施
設
使
用
料
（
使
用
許
可
時
間
を 

 

超
過
し
た
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。） 

に
あ
っ
て
は
使
用
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
施
設
使 

 

用
料
で
使
用
許
可
時
間
を
超
過
し
た
分
に
係
る
も
の
及
び
附
属
設
備
使
用
料
に
あ
っ
て
は 

 

使
用
終
了
後
直
ち
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
九
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
た
だ
し 

 

書
の
観
覧
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、 

 
 

中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
児
童
及
び
生
徒
並
び
に
心
身
障
害
者 

 

二 

歴
史
館
に
資
料
を
寄
贈
し
、
若
し
く
は
寄
託
し
て
い
る
者
又
は
歴
史
館
の
行
う
展
覧 

 
 

会
に
資
料
を
出
品
し
て
い
る
者 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
者 

２ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
施
設
使
用
料
及
び
附
属
設
備 
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改      正      前
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